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６
月
１
日
㈪
は
自
動
車
税･

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
で
す

ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
等
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す

　

自
動
車
税
･
軽
自
動
車
税
は
、納
税
通
知

書
等
に
記
載
さ
れ
た
地
方
税
統
一
Q
R
コ
ー

ド︵
e
L
‒
Q
R
︶に
よ
り
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

決
済
ア
プ
リ
で
の
納
付
が
可
能
で
す︵
り
そ

な
グ
ル
ー
プ
ア
プ
リ
、a
u 

P
A
Y
、ｄ
払

い
、P
a
y
P
a
y
、楽
天
ペ
イ
、P
a
y
B
、

フ
ァ
ミ
ペ
イ
、楽
天
銀
行
ア
プ
リ
等
︶。

　
ま
た
、地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
か
ら
、ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
な
ど
に
よ
る
納
付
も
可
能
で
す
。

　
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は
5
月
上
旬
ご

ろ
、軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は
5
月
中

旬
ご
ろ
に
お
手
元
に
届
く
予
定
で
す
。納
期

限
ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

Q
R
コ
ー
ド
は
㈱
デ
ン

ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商

標
で
す
。

�

自
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ン
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自
動
車
税
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つ
い
て

　
税
務
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内
線
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受
付
を
開
始
し
ま
す
！
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
費
支
給
継
続
申
請

�

6
月
8
日
㈪
～
7
月
31
日
㈮

※
土
･
日
曜
日
、祝
日
を
除
く

�

熊
谷
保
健
所︵
熊
谷
市
末
広
3
‒
9
‒
1
︶

�

現
在
、受
給
者
証
を
お
持
ち
で
、引
き
続
き

治
療
が
必
要
な
20
歳
未
満
の
方
の
保
護
者

必�

要
書
類
／
申
請
書
、医
療
意
見
書
、加
入
医

療
保
険
の
資
格
確
認
証
等
の
写
し
、受
診

者
の
加
入
す
る
公
的
医
療
保
険︵
健
康
保

険
︶の
被
保
険
者
の
町
民
税・県
民
税
課
税

︵
非
課
税
︶証
明
書︵
税
額
･
所
得
金
額
が

記
載
さ
れ
た
も
の
︶等

※�

受
給
者
証
に
記
載
の
住
所
地
を
管
轄
す
る

保
健
所
か
ら
、申
請
に
必
要
な
書
類
に
つ

い
て
の
案
内
が
郵
送
さ
れ
ま
す︵
医
療
意

見
書
は
同
封
し
ま
せ
ん
。指
定
医
に
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
︶。
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ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

全
血
献
血︵
４
０
０
ml･

２
０
０
ml
︶

　
医
療
に
必
要
な
血
液
製
剤
を
確
保
す
る
た

め
、献
血
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�

5
月
12
日
㈫
午
前
9
時
30
分
～
11
時
45

分
、午
後
1
時
～
4
時

�

役
場
1
階
ロ
ビ
ー

�

献
血
ア
プ
リ「
ラ
ブ
ラ
ッ
ド
」︵
ご
登
録
済

み
の
方
︶、ま
た
は
献
血
カ
ー
ド
、初
め
て
の

方
は
ご
自
身
の
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る

本
人
確
認
書
類

※�

献
血
ア
プ
リ
を
ご
利
用
の
場
合
は
、イ
ン
ス

ト
ー
ル
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
が
必
要

で
す
。

�
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康
づ
く
り
課︵
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線
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５
月
は｢

孤
独･

孤
立
対
策
強
化
月
間｣

～
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
る
だ
け
で

こ
こ
ろ
が
軽
く
な
る
～

　

内
閣
府
が
実
施
し
た「
人
々
の
つ
な
が
り

に
関
す
る
基
礎
調
査︵
令
和
7
年
︶」に
よ
る
と

「
孤
独
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
」と
回
答
し
た

人
は
全
体
の
お
よ
そ
4
割
も
い
る
こ
と
が
分

か
っ
て
い
ま
す
。

　
孤
独
を
感
じ
る
こ
と
は
、誰
に
で
も
起
こ
り

う
る
こ
と
で
す
。人
間
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
、健

康
上
の
不
安
、経
済
的
な
不
安
、ラ
イ
フ
イ
ベ

ン
ト
に
よ
る
生
活
の
変
化
な
ど
に
よ
り「
誰
か

に
頼
り
た
く
て
も
頼
れ
な
い
。話
し
た
く
て

も
話
せ
な
い
」そ
の
よ
う
な
瞬
間
が
、私
た
ち

の
日
常
の
中
に
は
存
在
し
ま
す
。不
安
や
悩

み
ご
と
を
誰
に
も
相
談
で
き
ず
、一
人
で
か
か

え
て
い
ま
せ
ん
か
。あ
な
た
の
た
め
の
相
談

場
所
が
あ
り
ま
す
。

孤
独･

孤
立
対
策
強
化
月
間 

特
設
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
る
た
め
」の
取
り
組
み

が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、数
あ
る
支
援
制
度
や

窓
口
の
中
か
ら
あ
な
た
の
状
況
に
合
っ
た
支

援
を
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
で
探
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。

地
域
の
相
談
窓
口

健
康
づ
く
り
課
、寄
居
町
総
合
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー︵
寄
居
町
社
会
福
祉
協
議
会
内

5
0
1
･
7
0
2
7
︶

�

健
康
づ
く
り
課

　
︵

内
線
2
1
4
･
2
1
6
︶

県
内
市
町
村
職
員
採
用
合
同
説
明
会･

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
会

　
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
で

は
、多
く
の
方
に
市
町
村
職
員
採
用
試
験
等

を
受
験
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に「
埼

玉
県
内
市
町
村
職
員
採
用
合
同
説
明
会
」お

よ
び「
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
会
」を
開
催
し
ま

す
。詳
細
は
、広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
Ｓ

Ａ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
市
町
村
職
員
採
用
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ

︵
採
用
ナ
ビ
︶」に
掲
載
予
定
で
す
。

合
同
説
明
会

参
加
団
体
ご
と
に
設
置
す
る
ブ
ー
ス
で
、特

色
や
仕
事
の
内
容
、職
員
の
募
集
状
況
な
ど

を
、採
用
担
当
者
等
か
ら
直
接
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。

�
6
月
30
日
㈫
、7
月
1
日
㈬
午
後
1
時
30

分
～
5
時
30
分

�

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ︵
さ
い
た

ま
市
中
央
区
新
都
心
8
︶

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
会

各
団
体
の
採
用
担
当
者
等
と
、仕
事
の
内
容

や
団
体
の
特
色
、採
用
試
験
等
に
つ
い
て
オ

ン
ラ
イ
ン
で
相
談
が
で
き
ま
す
。

�

6
月
中
旬
～

共
通

�

彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合

　
︵
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▶固定資産税･都市計画税	 第1期
▶軽自動車税	 全期

納期限 6 月 1 日㈪
　 納期限内の納付をお願いします。

※�地方税統一ＱＲコードが印字された納付書
は｢地方税お支払いサイト｣からも納付でき
ます。
※�バーコードが印字された納付書は､コンビ
ニエンスストアやスマートフォン決済アプ
リでも納付できます。
※�町税の納付は､安心･便利な口座振替をご
利用ください｡

税務課（ 内線151·152）

5月の納期
お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

SAITAMA市町村
職員採用NAVI

地方税
お支払サイト

▶�第1次試験／6月14日㈰
募集職種 募集人数 受験資格

一般事務 ５名程度

『学校教育法』で定める高
等学校卒業以上の学歴を有
する方(令和8年9月30日ま
でに卒業見込みを含む)で、
平成3年4月2日以降に生ま
れた方

▶�受験案内等
6月1日㈪まで総務課で配布するほか、町公式ホー
ムページからも取得できます。総務課での配布は
土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時
15分です。
▶�受付期間／5月12日㈫～6月1日㈪
▶�申し込み方法

インターネットによる申し込みのみとなります。
詳しくは町公式ホームページをご覧ください。

総務課( 内線313･315)

令和8年10月1日採用の
寄居町職員採用試験を実施します！子育てこころの相談室を開設します！

　子育てに不安を感じたり、ついイライラしてしまったりす
ることはありませんか？ 町では、公認心理師による｢子育て
こころの相談室｣を開設します。
　困った行動の背景にあるお子さんの気持ちや発達につい
て、公認心理師と一緒に考えながら｢お子さんが困っているこ
とは何か｣ ｢どのように関わると良いか｣を丁寧に整理してい
きます。気になることがありましたらご相談ください。

▶�対象／町内在住の未就学児とその保護者(父･母･祖父母等)
▶�日程等

▶�場所／役場7階
▶�内容／お子さんと保護者ご一緒に、公認心理師による個別

相談を行います。
▶�費用／無料

 事前に電話でこども家庭センターすくすくテラス
　( 580･4040)へお申し込みください。

町公式
ホームページ

日 時間
5月28日㈭

13:30～
(予約制)

7月28日㈫
9月  1日㈫

11月  4日㈬
令和9年 1月29日㈮
令和9年 3月16日㈫

内閣府支援窓口
案内サイト

　防災行政無線から次の日時に試験放送が流れます。
実際の災害発生と間違えないようお気を付けください。
全国一斉情報伝達試験
▶�日時／6月3日、8月26日、11月11日、令和9年2月3日

(各水曜日)午前11時ごろ
▶�放送内容

①上りチャイム(4音)
②｢これは、Jアラートのテストです｣(3回繰り返し)
③｢こちらは防災よりいです｣
④下りチャイム音(4音)

緊急地震速報訓練
▶�日時／6月17日㈬、11月5日㈭午前10時ごろ
▶�放送内容

①上りチャイム(4音)
②�｢こちらは、防災よりいです。ただ今から訓練放送

を行います｣
～緊急地震速報チャイム音～
｢緊急地震速報。大地震(おおじしん)です。大地震で
す。これは訓練放送です｣(3回繰り返し)
③｢こちらは防災よりいです。これで訓練放送を終わります｣
④下りチャイム音(4音)

自治防災課( 内線372)

防災行政無線を使用したJアラート
(全国瞬時警報システム)の試験放送

サウナ設備･感震ブレーカーについて
深谷市火災予防条例が改正されました

　『深谷市火災予防条例』が改正されました。寄居町は深谷市に消
防事務を委託しているため、この条例は寄居町にも適用されます。
　改正の詳細は、深谷市公式ホームページに掲載されていま
す。条例改正の趣旨をご理解の上、火災予防にご協力をお願い
します。

サウナ設備について
近年のサウナブームを背景に、屋外に簡易サウナ設備を設置す
る事例が全国で増加しています。これを受けて、簡易サウナ設備
に適用される基準を定めました。
簡易サウナ設備とは、屋外、その他の直接外気に接する場所に設
けるテント型、またはバレル型のサウナ設備のうち、定格出力6
キロワット以下のもので、薪または電気を熱源とするものです。
なお、個人が設ける簡易サウナ設備以外のサウナ
設備は、火を使用する設備等の設置の届出が必要
となります。

感震ブレーカーについて
過去の大規模地震で通電火災が多く発生してい
るため、住宅における火災予防の観点から、感震
ブレーカーを明記し普及促進を図るものです。

深谷市消防本部予防課( 571･0913) 感震ブレーカー
について

サウナ設備に
ついて

おしらせ版Information 日時 場所 対象 定員 持ち物 内容 費用 申し込み その他 問い合わせ 電話 ファクス メール


